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加入依頼書送付先

（公社）全国シルバー人材センター事業協会の会員である
  都道府県シルバー人材センター連合の皆様

今後の拡大が見込まれるシルバー派遣事業の安定的な運営に資する団体保険制度です

契約者

加入者

被保険者

ご加入方法

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会

都道府県シルバー人材センター連合

※主契約については各都道府県のシルバー人材センター連合および各連合の会員である
シルバー人材センターが記名被保険者となり、被保険者には連合および各センター
の以下の方も含まれます。

　・理事、法人の業務を執行する機関　・使用人（職員（主契約のみ）および派遣労働登録会員を指します。）

申込締切日

（施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・使用者賠償責任保険）

加入者および、加入者の会員でありシルバー派遣事業に係る事務を委任されたシルバー人材センター

シルバー派遣賠償責任保険
団体制度のご案内

取扱代理店（株式会社 全福サービス）へ添付の「加入依頼書」に必要事項をご記入・
ご捺印のうえ、3月 16 日（月）までにご送付ください。
（主契約・オプションそれぞれご記入・ご送付をお願いします）

※中途加入も可能です。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
また、別紙記載の振込先へ保険料を３月16日（月）までにお振込みください。
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※自動車の所有・使用に起因する事故（施設賠責免責）等、対象にならない範囲がございます。必ず4頁の「保険金をお支払いできない主な場合」等をご確認ください。

（*1）被保険者が法人である場合は、法人の業務に関する限りにおいて、その役員を含みます。
※政府労災保険等に加入していることが、ご加入の前提となります。

【想定される事故例】

【想定される事故例】

●派遣労働会員の作業ミスによって生じた他人の人的・物的損害
（例）派遣先で業務中、持病の発作のため機械操作で事故を起こした（持病・服薬等の情報を把握せず、派遣先にも伝えていなかった）

●派遣労働会員の業務に重大な不備があり、業務終了後・引渡後に生じた他人の人的・物的損害
（例） 機械のメンテを手順どおりに実施せず、後日その機械を使用した企業に損害が発生した

●派遣労働会員による他人に対する窃盗・詐欺・横領等の行為
（例） 派遣労働会員が派遣先店舗の売上を横領し、逃走してしまった

●
（例）事務しか経験したことのない会員を、十分な説明・研修等のないまま危険な機械作業を伴う職場へ派遣した結果、事故が発生

して身体障害を被った

●労働条件・就業条件の明示不足
（例）業務内容について、事前説明と実態が著しく相違していたことで事故が発生した

●健康状態の把握・管理不足
（例）会員の健康状態を把握せずに派遣を続けた結果、就業中に死亡してしまった

団体制度の構成

主契約：派遣事業賠償責任保険（　     　　　　　　  ）正式名称：
施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険

オプション：派遣元事業主賠償責任保険（     　　　　　　）正式名称：使用者賠償責任保険
（労働災害総合保険）

オプションのみでの加入はできません。加入を希望される場合は、必ず主契約とセットでご加入ください。

被保険者（１頁記載のとおり）が、労働者派遣中の派遣労働会員の派遣先業務において、保険期間中に日本国
内で他人（派遣先・第三者等）の身体の障害または財物の損壊が発生したことについて、派遣元事業者として
の法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。

派遣業務中・通勤途上の事故によって派遣労働登録会員が保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等
の給付が決定された場合に、被保険者（*1）が本人あるいは遺族に対する使用者としての法律上の損害賠償責任
を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。

派遣労働会員の適性に欠ける職場への派遣

※施設賠については、派遣元事業者および派遣労働会員の故意に起因する損害は免責となります。生産物賠については、派遣元事業者および派遣労働会員の故
意および重過失による損害が免責となります。不誠実行為による賠償責任については、派遣元事業者の故意および重過失による損害は免責となりますが、派
遣労働会員の重過失によって派遣元事業者が負う損害賠償責任については免責となりません。
※上記の他、「人格権侵害」「不誠実行為」「管理下財物」に関する事故に起因して法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償し
ます。また、被保険者が日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故によって被った対人・対物被害および記名被保険者が日本国内において発生した業
務妨害等によって被った経済的被害により、保険金請求権者が負担する次の費用損害に対して保険金をお支払いします。対人・対物被害：弁護士費用／法律相談費
用、経済的被害：法律相談費用。補償内容や用語の定義など詳細は3頁の「主契約の補償内容等」をご確認ください。



2

※自動車の所有・使用に起因する事故（施設賠責免責）等、対象にならない範囲がございます。必ず4頁の「保険金をお支払いできない主な場合」等をご確認ください。

（*1）被保険者が法人である場合は、法人の業務に関する限りにおいて、その役員を含みます。
※政府労災保険等に加入していることが、ご加入の前提となります。

【想定される事故例】

【想定される事故例】

●派遣労働会員の作業ミスによって生じた他人の人的・物的損害
（例）派遣先で業務中、持病の発作のため機械操作で事故を起こした（持病・服薬等の情報を把握せず、派遣先にも伝えていなかった）

●派遣労働会員の業務に重大な不備があり、業務終了後・引渡後に生じた他人の人的・物的損害
（例） 機械のメンテを手順どおりに実施せず、後日その機械を使用した企業に損害が発生した

●派遣労働会員による他人に対する窃盗・詐欺・横領等の行為
（例） 派遣労働会員が派遣先店舗の売上を横領し、逃走してしまった

●
（例）事務しか経験したことのない会員を、十分な説明・研修等のないまま危険な機械作業を伴う職場へ派遣した結果、事故が発生

して身体障害を被った

●労働条件・就業条件の明示不足
（例）業務内容について、事前説明と実態が著しく相違していたことで事故が発生した

●健康状態の把握・管理不足
（例）会員の健康状態を把握せずに派遣を続けた結果、就業中に死亡してしまった

団体制度の構成

主契約：派遣事業賠償責任保険（　     　　　　　　  ）正式名称：
施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険

オプション：派遣元事業主賠償責任保険（     　　　　　　）正式名称：使用者賠償責任保険
（労働災害総合保険）

オプションのみでの加入はできません。加入を希望される場合は、必ず主契約とセットでご加入ください。

被保険者（１頁記載のとおり）が、労働者派遣中の派遣労働会員の派遣先業務において、保険期間中に日本国
内で他人（派遣先・第三者等）の身体の障害または財物の損壊が発生したことについて、派遣元事業者として
の法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。

派遣業務中・通勤途上の事故によって派遣労働登録会員が保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等
の給付が決定された場合に、被保険者（*1）が本人あるいは遺族に対する使用者としての法律上の損害賠償責任
を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。

派遣労働会員の適性に欠ける職場への派遣

※施設賠については、派遣元事業者および派遣労働会員の故意に起因する損害は免責となります。生産物賠については、派遣元事業者および派遣労働会員の故
意および重過失による損害が免責となります。不誠実行為による賠償責任については、派遣元事業者の故意および重過失による損害は免責となりますが、派
遣労働会員の重過失によって派遣元事業者が負う損害賠償責任については免責となりません。
※上記の他、「人格権侵害」「不誠実行為」「管理下財物」に関する事故に起因して法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償し
ます。また、被保険者が日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故によって被った対人・対物被害および記名被保険者が日本国内において発生した業
務妨害等によって被った経済的被害により、保険金請求権者が負担する次の費用損害に対して保険金をお支払いします。対人・対物被害：弁護士費用／法律相談費
用、経済的被害：法律相談費用。補償内容や用語の定義など詳細は3頁の「主契約の補償内容等」をご確認ください。

3

（参考）全シ協通知より
労働者派遣においては、一般的に派遣労働者が派遣就業中に過失により第三者等に対して物的損害等を
与えた場合の賠償責任は、請負とは異なり派遣労働者が派遣先の指揮命令により就業するため、原則派
遣先が負うことになります。
本制度の位置づけは、派遣元である都道府県シルバー人材センター連合が派遣先と取り交わした「労働
者派遣基本契約書」における損害賠償に関する規定に基づき、派遣元が、法律上の賠償等の負担を余儀
なくされた場合において、それらの負担を分担、担保することを目的とされています。

2026年１月１日以降始期契約より、施設賠償責任保険におきまして、明確化・平仄等の観点で約款の
改定を行いました。詳細は全福サービスホームページでご確認ください。

支払限度額・免責金額

対人・対物共通1億円（1名・1事故）

なし

支払限度額 免責金額

300万円（1事故）（※1）

1名50万円／1事故・保険期間中500万円

1事故1千万円／保険期間中2千万円
（基本契約の支払限度額を共有します（内枠払い））

500万円（1事故）

　対人・対物被害における
　弁護士費用・法律相談費用

被保険者１名100万円／
１事故・保険期間中300万円

経済的被害における
法律相談費用

１事故：10万円／
保険期間中：30万円

主契約の補償内容等

施設賠償責任保険

生産物賠償責任保険

基本契約

初期対応費用

人格権侵害（※2）

不誠実行為（※3）

管理下財物（※4）

弁護士費用等（※５）

対人・対物共通1億円（１名・1事故・保険期間中）

なし

支払限度額 免責金額

300万円（1事故）（※1）

1名50万円／ 1事故・保険期間中500万円

基本契約

初期対応費用

人格権侵害（※2）
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次の事由によって生じた損害は、保険金のお支払いの対象となりません。
【施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険共通】

※　施設賠償責任保険に付帯の弁護士費用等担保特約条項には、適用されません。

【施設賠償責任保険】

※　使用または管理とは、個別に以下のような状態を指します。

財物を恒常的かつ自由に利用し、便益を享受することで、単独ないしは独占的であることは要しません。
共同使用の場合は、使用実態等を調査のうえ個別に判断します。

保存（現状を維持する行為）、利用（現状を変更しないで収益をはかる行為）、改良（使用価値または交換価値を増加させる行為）
を指します。よって物理的・直接的な支配のみではなく、被保険者が法律、契約あるいは社会的関係に基づいてその財物を支配し
ている状態にある間を含むものと考えます。

また、これらは原動機を切って人力で動かしていたとしても、自動車の所有・使用・管理に起因する場合は免責となります。

（不誠実行為担保特約条項）

（管理下財物損壊等担保特約条項）

の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。）、使用
人もしくは会員が所有する財物（所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を
含みます。）に該当する場合

の現象

ことを認識していた不誠実行為
記名被保険者の重大な過失による不誠実行為
行為者を特定することができない不誠実行為

保険金をお支払いできない主な場合 ※詳細は団体の代表者にお渡ししている
約款の免責事由によります

年間保険料

各連合におけるシルバー派遣事業に係る売上高・千円あたり 0.87 円
（例）売上高が 3 億円の場合・・・・・年間保険料：261,000 円
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。なお、
ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の売上高に不足していた場合には、申告された
数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、保険金を削減してお支払いすることに
なりますのでご注意ください。
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お支払いの対象となる損害

この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。

①法律上の損害賠償金 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※法律上の損害賠償金は、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となりますので、ご注意ください。

②争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が支出した弁護士費用、訴訟費用等（訴訟に限らず調停・示
談なども含みます。）
※支出前に引受保険会社の同意が必要です。

③損害防止軽減費用 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事
故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した必要・有益な費用

④緊急措置費用 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合にお
いて、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応
じて協力するために支出した費用

⑥初期対応費用

この保険の対象となりうる事故が発生した場合に被保険者が負担した、その額および使途が社会通念上妥当と認められ
る次の費用
• 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影、事故原因調査費用
• 事故現場の取り片付け費用
• 被保険者の役員・従業員の事故現場への派遣費用
• 通信費
• 書面による保険会社の同意を得て支出したお詫び広告費用
• 対人事故が発生した場合に支出した被害者への見舞金（香典を含みます。）・見舞品購入費用
• 風災見舞費用（施設賠償責任保険のみ）
• 上記に準ずる費用

【生産物賠償責任保険】

（弁護士費用等担保特約条項）
・次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア．保険契約者
イ．保険金請求権者
ウ．アまたはイの法定代理人
・他の被保険者が加害者である場合
・記名被保険者が違法に所有または占有する財物についての対物被害

等
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お支払いの対象となる損害
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払う治療費等の法律上の損害賠償金

※法律上の損害賠償金は、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となりますので、ご注意ください。

②争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が支出した弁護士費用、訴訟費用等（訴訟に限らず調停・
示談なども含みます。）
※支出前に引受保険会社の同意が必要です。

③求償権保全等費用

④協力費用 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応
じて協力するために支出した費用

場合は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用
等

オプションの補償内容等

１名あたり３千万円、１災害あたり１億円、免責金額：なし

支払限度額・免責金額

各連合におけるシルバー派遣事業に係る賃金総額・千円あたり 0.8 円
（例）賃金総額が 1億円の場合・・・・・年間保険料：80,000円

年間保険料

次の事由によって生じた損害は、保険金のお支払いの対象となりません。

保険金をお支払いできない主な場合 ※詳細は団体の代表者にお渡ししている
約款の免責事由によります

オプション：派遣元事業主賠償責任保険

負担する金額

事故が発生した場合において、被保険者が他人に対する求償権の保全・行使のために引受保険会社の同意を得て支出
した必要・有益な費用

は法定外補償規定がある
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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保険金のお支払い方法

●①法律上の損害賠償金 正味損害賠償金額（＊）をお支払いします。
ただし、ご契約された支払限度額が限度となります。

●②～④の費用

お支払する保険金 正味損害賠償金額=

正味損害賠償金額 損害賠償金額= ｛ア＋（イまたはウ）+エ｝

＊「正味損害賠償金額」とは、損害賠償金額から次のア～エを差し引いた金額をいいます。

ア .政府労災保険等により給付されるべき金額
イ . 法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき支払うべき金額
ウ . 法定外補償規定を定めていない場合は、法定外補償保険により支払われる保険金の額
エ . 自動車損害賠償責任保険、自動車損害賠償責任共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額

原則としてその全額が保険金のお支払対象となります（支払限度額は適用されません。）。
ただし、争訟費用については、「正味損害賠償金額＞支払限度額」となる場合に限り、
「支払限度額÷正味損害賠償金額」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
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一般社団法人日本損害保険協会  そんぽADRセンター（指定紛争解決機関）

詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
（https://www.sonpo.or.jp/)

受付時間：平日 午前9時15分～午後5時
（土日祝・年末・年始を除きます。）

03  4332  5241（全国共通）

● 施設・生産物・使用者賠償責任　重要事項説明書
は、右記二次元コードより読み取りの上ご確認ください。
または、全福サービスのホームページ
（URL：https://www.zenpuku.co.jp/silver07.html#main）
に掲載の重要事項説明書等にてご確認ください。

8

東京海上日動火災保険㈱は、保険業法に基づく金融庁長官
の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日
本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決できない場
合には、同協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行
うことができます。


